
岩手県産業廃棄物処理業者育成センター 
 

格付け基準 
  
 １ 評価項目及び評価基準に関する事項 

⑴   収集運搬（積替保管なし）、収集運搬（積替保管あり）、中間処理及び最終処分に

おけるマネジメント機能の評価項目及び評価基準【別紙１】 
⑵   収集運搬（積替保管なし）における施設・設備機能の評価項目及び評価基準 

【別紙２】 
⑶   収集運搬（積替保管あり）における施設・設備機能の評価項目及び評価基準 

【別紙３】 
⑷   中間処理における施設・設備機能の評価項目及び評価基準【別紙４】 
⑸   最終処分における施設・設備機能の評価項目及び評価基準【別紙５】 

  
 ２ 認定基準に関する事項 

⑴   対象者 
岩手県知事又は盛岡市長より産業廃棄物処理業の許可を受けた者で、岩手県内にお

ける業務実績が原則として 1 年以上ある者 
⑵   認定基準 

   次の①及び②をいずれも満たす者 
①     マネジメント機能及び施設・設備機能の評価項目において、必須項目を全て満た

していること 
②     ３に規定する総合評価点数が 40 点以上であること 

  
 ３ 評価方法に関する事項 

⑴   収集運搬（積替保管なし）における総合評価点数の算定方法 
マネジメント機能の評価項目の合計点数に 0.8 を乗じたものに、施設・設備機能の評

価項目の合計点数を加えたものを総合評価点数とする。 
マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.8 
＋施設・設備機能の評価項目の合計点数＝総合評価点数 

           
⑵   収集運搬（積替保管）、中間処理及び最終処分における総合評価点数の算定方法 

マネジメント機能の評価項目の合計点数に 0.6 を乗じたものに、施設・設備機能の

評価項目の合計点数を加えたものを総合評価点数とする。 
マネジメント機能の評価項目の合計点数×0.6  
＋施設・設備機能の評価項目の合計点数＝総合評価点数 



４ 評価結果に基づく格付け区分に関する事項 
 
⑴ 格付け区分 

★★★ 
総合評価点数が 80 点以上でかつ、育成センターに保証金

を預託していること及び環境省評価制度に対応する項目

を満たしていること 
★★ 総合評価点数が 60 点以上でかつ、★★★の基準に満たな

いこと 
★ 総合評価点数が 40 点以上で 60 点未満であること 

   
⑵ 次のいずれかに該当する場合には、１の総合評価点数にかかわらず、格付け区分

が引下げされます。（ただし、１の総合評価点数により★の格付けに該当する場合は、

「不認定」又は「取消し」の扱いとなります。） 
 
   ① 申請者が、過去２年間に環境関係法令の違反による文書指導を受け、その違反

内容が悪質である場合。 
② 申請者が、過去２年間に環境関係法令以外の違反による不利益処分を受けた場

合又は文書指導を受けその違反内容が悪質である場合。 
③ 申請者と密接な関係を有する者（事業主・役員及び顧問等の経営権限を持つ者

が兼務している場合など、申請者と密接な関係を有する者を言う。）が、過去２年

間に環境関係法令及びその他の法令の違反による不利益処分を受けた場合又は文

書指導を受けその違反内容が悪質である場合。 
④ その他所定の格付けでの認定がふさわしくないと認められた場合 


